
目

次

告

示

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
一

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所
）
…
二

公
安
委
員
会

○
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会

計

課
）
…
三

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
病

院

局

運

営

部
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

青
森
市
大
字
小
橋
字
田
川
二
六

山
口

隆
治

青
森
市
大
字
四
戸
橋
字
磯
部
四
〇
の
九
八

工
藤

德
光

青
森
市
大
字
後
潟
字
大
原
八
七
の
三

西
谷

文
昭

後
潟

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｃ
ｉ
ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
ｉ
ｉ
Ｎ
Ａ
青
森

青
森
市
浜
田
一
丁
目
一
四
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ
ｏ

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
南
幸
町
二
丁
目
九

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第980号令和７年10月17日 金曜日

第
九
百
八
十
号

令
和
七
年十

月
十
七
日

（
金
曜
日
）



代
表
取
締
役

相
川
博
史

三

市
町
村
の
意
見
の
概
要

１

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
、
そ
れ
に
係
る
関
係
省
令
及
び
青
森
市
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例
を
遵
守
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
１
（
３
）
）

２

青
森
市
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
減
量
化
等
に
係
る
指
示
に
関
す
る
要
綱
の
規
定
に
よ
り
、
事

業
系
一
般
廃
棄
物
の
減
量
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
減
量
化
及
び
資
源
化
に
努
め
る
こ
と
。

（
指
針
二
１
（
３
）
）

３

青
森
市
清
掃
工
場
で
は
「
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
古
紙
類
の
搬
入
制
限
」
を
行
っ
て
い
る
た

め
、
段
ボ
ー
ル
や
新
聞
だ
け
で
な
く
、
雑
が
み
（
空
き
箱
、
カ
タ
ロ
グ
、
コ
ピ
ー
用
紙
な
ど
）

の
分
別
を
行
う
な
ど
、
古
紙
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
防
水
加
工
紙
、
感
熱

紙
な
ど
、
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
な
い
紙
類
も
あ
る
た
め
、
古
紙
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
行
う
業
者
と
確

認
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
１
（
３
）
）

４

本
市
に
お
い
て
災
害
が
発
生
す
る
又
は
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
市
民
等
が
一
時
的
に

避
難
す
る
場
所
と
し
て
駐
車
場
等
の
敷
地
の
一
部
の
使
用
や
避
難
者
へ
の
物
資
の
提
供
な
ど
、

災
害
時
等
の
支
援
に
係
る
協
定
等
の
締
結
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
１
（
４
）
）

５

定
格
出
力
が
七
．
五
ｋ
ｗ
以
上
の
送
風
機
（
換
気
フ
ァ
ン
や
室
外
機
の
送
風
機
部
分
等
）

や
、
燃
料
消
費
量
が
十
五
Ｌ
／
ｈ
以
上
の
灯
油
等
の
ボ
イ
ラ
ー
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
騒
音

規
制
法
や
青
森
県
公
害
防
止
条
例
に
基
づ
く
届
出
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
届
出
を
要
す
る
設
備

を
設
置
す
る
場
合
は
、
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
２
（
１
）
①
）

６

重
機
等
に
よ
る
除
排
雪
を
行
う
場
合
は
、
発
生
す
る
騒
音
に
よ
り
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
を

悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
、
実
施
方
法
や
時
間
帯
等
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
２

（
１
）
②
）

７

廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
保
管
基

準
を
遵
守
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
２
（
２
）
①
）

８

産
業
廃
棄
物
と
一
般
廃
棄
物
が
混
在
し
な
い
よ
う
に
保
管
場
所
を
確
保
す
る
ほ
か
、
従
業
員

へ
の
指
導
や
掲
示
物
な
ど
、
保
管
場
所
が
適
正
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
（
指
針
二

２
（
２
）
①
）

９

廃
棄
物
の
処
理
を
委
託
す
る
際
に
は
、
廃
棄
物
の
種
類
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
産
業
廃
棄
物
処

理
業
の
許
可
を
有
す
る
者
（
収
集
運
搬
、
処
分
）
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
を
有
す

る
者
（
収
集
運
搬
、
処
分
）
に
委
託
す
る
等
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
定

め
る
委
託
基
準
を
遵
守
し
適
正
に
処
理
を
行
う
こ
と
。
（
指
針
二
２
（
２
）
②
）

10

廃
棄
物
の
種
別
に
つ
い
て
「
金
属
製
廃
棄
物
等
」
、
「
ガ
ラ
ス
製
廃
棄
物
等
」
及
び
「
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
廃
棄
物
等
」
、
「
廃
油
」
な
ど
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の
が
産
業
廃

棄
物
に
該
当
す
る
な
ど
、
そ
の
性
状
及
び
事
業
活
動
に
よ
っ
て
、
産
業
廃
棄
物
若
し
く
は
一
般

廃
棄
物
に
該
当
す
る
か
が
異
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。
（
指
針
二
２
（
２
）
③
）

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

令
和
七
年
七
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。
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令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

木
村

時
彦

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
橋
向
三
三
の
一

令
和
七･
九･一九

公

安

委

員

会

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
警
察
本
部
長

安

田

貴

司

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
搬
入
、
設
置
、
保
守
、
撤
去
等
を
含
む
賃
貸
借
料

と
し
、
そ
の
仕
様
等
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
計

一
式

二

賃
貸
借
期
間

令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係
る
予

算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。

三

設
置
場
所
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
又
は
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
規
定
に
よ
り
、
物
品
の
借
入
れ
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

排
除
要
請
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
時
期
等

㈠

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
を
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
ま
で
に
青
森
県

警
察
本
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は

必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈡

㈠
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分
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３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
三
階

会
議
室
Ｃ

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日

午
前
十
時
四
十
分

七

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。

八

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額
（
翌
年
度
以
降
は
各
年
度
の
契
約
金
額
）
の
百
分
の
五
以

上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は

一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し

な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

九

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
義
務
付

け
る
入
札
参
加
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し

た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の
総
額
の
う
ち

一
か
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
令
和
七
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和

十
三
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
令
和
十
四
年
度
の
契

約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
一
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

公

営

企

業
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

一

特
定
調
達
の
名
称
等

業
務
番
号
：
病
委
（
統
）
第
七
―
二
号

業
務
名
：
統
合
新
病
院
新
築
基
本
設
計
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

青
森
県
病
院
局
運
営
部
（
青
森
県
総
合
政
策
部
統
合
新
病
院
開
設
準
備
室
）

住

所
：
〒
〇
三
〇
―
〇
八
二
二

青
森
市
中
央
三
丁
目
二
〇
の
一
二

電
話
番
号
：
〇
一
七
―
七
五
三
―
〇
二
三
八

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：
shinbyoin@
pref.aom
ori.lg.jp

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
の
決
定
を
し
た
日

令
和
七
年
九
月
三
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

名

称
：
佐
藤
総
合
計
画
・
八
洲
建
築
設
計
事
務
所
共
同
企
業
体

代
表
者
：
株
式
会
社
佐
藤
総
合
計
画

東
京
都
墨
田
区
横
網
二
丁
目
一
〇
の
一
二

構
成
員
：
株
式
会
社
八
洲
建
築
事
務
所

青
森
市
松
原
三
丁
目
一
四
の
一
三

六

契
約
金
額

三
億
七
千
百
八
十
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
六
号
に
よ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
き

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
選
定
し
た
契
約
候
補
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
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